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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  少量の造影剤投与で安定かつ効率的に造影剤
からのエコーを受信し、これによってより詳細な血流動
態の診断が可能となる超音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  造影剤情報を含む複数枚（例えばｎ－１
枚）のマルチショット画像群を加算して得られた加算情
報から、造影剤情報を殆ど含まない画像情報を、前記加
算情報から（ｎ－１）枚分減算することで、一走査面内
に存在したすべての造影剤に基づく画像情報を画像処理
的に取得する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】造影剤を投与された被検体の一の走査面に
対して、前記造影剤を破壊する強度の超音波を複数回送
信し、前記被検体から反射波群を受信する送受信手段
と、
前記反射波群のうち連続した複数フレームを構成する複
数の反射波に基づいて、当該複数フレームに対応する複
数の累積加算用データを生成し、前記複数の反射波のい
ずれの反射波よりも時間的に遅れて受信された前記反射
波群のうちの少なくとも一つの反射波から減算用データ
を生成するデータ生成手段と、
前記複数の累積加算用データが累積加算され、且つ、前
記減算用データが減算された演算値を有する演算データ
を生成し、当該演算データに基づいて前記走査面に関す
る超音波画像情報を生成するデータ処理手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】前記データ処理手段は、前記累積加算用デ
ータ毎に異なる値の重み付け係数を乗じた後前記累積加
算を行うことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装
置。
【請求項３】造影剤を投与された被検体の一の走査面に
対して、前記造影剤を破壊する強度の超音波を複数回送
信し、前記被検体から反射波群を受信する送受信手段
と、
前記反射波群のうち連続した複数フレームを構成する複
数の反射波に基づいて、当該複数フレームに対応する複
数の累積加算用データを生成し、前記複数の反射波のい
ずれの反射波よりも時間的に遅れて受信された前記反射
波群のうちの少なくとも一つの反射波から減算用データ
を生成するデータ生成手段と、
前記複数の累積加算用データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された各累積加算用データから前記
減算用データを減算して得られた演算データを生成し、
当該演算データに基づいて前記走査面に関する超音波画
像情報を生成するデータ処理手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】  前記データ処理手段は、前記累積加算用
データ毎に異なる値の重み付け係数を乗じた後前記減算
を行うことを特徴とする請求項３記載の超音波診断装
置。
【請求項５】前記データ処理手段は、前記演算値が負と
なる場合には、当該演算値を絶対値とする、或いは当該
演算値を零として前記演算データを生成することを特徴
とする請求項１又は３記載の超音波診断装置。
【請求項６】前記データ処理手段は、前記超音波画像情
報基づいて、輝度ヒストグラムの時間変化曲線を生成す
ることを特徴とする請求項１又は３記載の超音波診断装
置。
【請求項７】前記複数の累積加算用データが累積加算さ
れ、且つ、前記減算用データが前記複数フレームの枚数
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分減算された演算値を有する第２の演算データを生成
し、当該第２の演算データに基づいて前記走査面に関す
る超音波画像情報を生成する第２のデータ処理手段をさ
らに備えることを特徴とする請求項１記載の超音波診断
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波造影剤を用
いて血流パフュージョンの検出およびそのパフュージョ
ンの定量評価を行うことの可能な超音波診断装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置は、超音波パルス反射法
により体表から生体内の軟組織の断層像を無侵襲に得る
ことができ、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ診断
装置、核医学診断装置などの他の診断装置に比べて、小
型で安価、リアルタイム表示が可能、Ｘ線などの被爆が
なく安全性が高い、血流イメージングが可能等の特長を
有している。この様な利便性から、現在では心臓、腹
部、泌尿器、および産婦人科などで広く利用されてい
る。
【０００３】この超音波画像診断装置の撮影法の一つ
に、コントラストエコーという手法がある。これは、被
検体の血管内に微小気泡（マイクロバブル）等からなる
超音波造影剤を投与することで、超音波散乱エコーの増
強を図るものである。例えば、心臓および腹部臓器など
の検査において、静脈から超音波造影剤を注入して血流
信号を増強し、血流動態の評価を行うのが目的である。
特に、静脈からの超音波造影剤注入であれば、侵襲性は
低い。従って、患者に対する負担も軽いことから、この
血流動態の評価法による診断は広く普及しつつある。
【０００４】さらに近年、超音波造影剤の特長を生かし
た間歇送信と称される超音波走査シーケンスが開発さ
れ、臨床、研究の場において高い成果を上げている。こ
の間歇送信とは、超音波造影剤が関心領域に十分に充満
されるのを待ってから超音波照射を行い、一気に微小気
泡を崩壊、消失させることで、高い信号強度を得るため
の走査シーケンスである。一般的にこの間歇送信では、
間歇間隔毎に１フレームの走査をして、対象断面内に充
満された微小気泡を一気に崩壊、消失させて、微小気泡
の存在エリアを観察できるのが理想的である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、造影剤
の種類や濃度あるいは送信音場によって、１回のフレー
ム走査では、十分に微小気泡が崩壊、消失し得ない場合
がある。また、造影剤の濃度が高すぎたり、送信音圧が
低すぎたりすることで、微小気泡による音圧の減衰が大
きくなり、深部の反射信号強度が十分に得られずあるい
は得られてもＳ／Ｎが非常に悪く、画像上影を引く現象
いわゆるシャドーイングを発生することがある。これら
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の場合、走査断面内の微小気泡の深い位置での分布状態
が分からず、微小気泡の崩壊の割合も異なるため、適切
な定量評価を行うことができない。また、一度走査断面
内の微小気泡を完全に割り切れないと、血流動態のダイ
ナミックな観察も困難になる。
【０００６】当該困難を回避する手段としては、例えば
特開平９－１６４１３８に開示されている技術が挙げら
れる。当該技術は、強い超音波送信によって得られたデ
ータと弱い超音波送信によって得られたデータとから算
出されたフレーム間の差分の絶対値に基づいて、被検体
のどの深さのバブル情報が取得されているかを判定す
る。そして、この判定に基づいて、自動的にフォーカス
点を浅部から深部へと順次ずらした超音波送受信を繰り
返し、得られた絶対値画像を積分して表示するものであ
る。
【０００７】しかしながら、当該技術では、超音波送受
信の数は、通常のフレーム数の２倍必要となり、また、
送受信制御や判定手段が複雑になる可能性がある。ま
た、フレーム数が多いため、全フレームのデータを収集
するのに時間がかかる。このため、最初に収集されたフ
レームの像と、最後に収集されたフレームの時間差が大
きくなり、動きのある対象物の像を作成する際に動きに
よる画像のずれが大きくなり画質が低下する。
【０００８】ところで、微小気泡を完全に崩壊、消失す
ることを目的に、間歇後の映像化のためのフレーム走査
を数回に渡って行う、いわゆるマルチショットと称され
る技術がある。このマルチショットによれば、造影剤の
種類や濃度や送信音場により必要なマルチショットの回
数は異なるが、適切な条件を選択することで走査断面内
の微小気泡はほぼ高い割合で崩壊、消失させることがで
きる。
【０００９】なお、ここで注意しなければならないの
は、あくまでマルチショットは、観察対象の断面内に含
まれる微小気泡を完全に破壊し、微小気泡のない初期状
態にリセットすることができるだけで、破壊された微小
気泡の情報を抽出するための手段ではないということで
ある。すなわち、マルチショットによって全ての微小気
泡が破壊されても、各ショットに対応するフレーム画像
は、単独では観察対象となる断面内すべての微小気泡の
情報を提供できないということである。この場合、例え
どのフレームを選択しても、深さ方向に輝度の不均一な
画像が生成されることになり、造影剤の正しい分布が得
られないばかりか、造影剤を用いた定量化計測において
も、評価エリアを適切に選択できなければ、正しい評価
を得ることができない。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明では、造影剤の注
入量が多い或いは濃度が高い場合であっても、血流パフ
ュージョンの検出およびそのパフュージョンの定量評価
を精度良くかつ効果的に行うことが可能な手段を提供す
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ることにある。
【００１１】本発明の第１の視点は、造影剤を投与され
た被検体の一の走査面に対して、前記造影剤を破壊する
強度の超音波を複数回送信し、前記被検体から反射波群
を受信する送受信手段と、前記反射波群のうち連続した
複数フレームを構成する複数の反射波に基づいて、当該
複数フレームに対応する複数の累積加算用データを生成
し、前記複数の反射波のいずれの反射波よりも時間的に
遅れて受信された前記反射波群のうちの少なくとも一つ
の反射波から減算用データを生成するデータ生成手段
と、前記複数の累積加算用データが累積加算され、且
つ、前記減算用データが減算された演算値を有する演算
データを生成し、当該演算データに基づいて前記走査面
に関する超音波画像情報を生成するデータ処理手段とを
備えることを特徴とする超音波診断装置である。
【００１２】本発明の第２の視点は、造影剤を投与され
た被検体の一の走査面に対して、前記造影剤を破壊する
強度の超音波を複数回送信し、前記被検体から反射波群
を受信する送受信手段と、前記反射波群のうち連続した
複数フレームを構成する複数の反射波に基づいて、当該
複数フレームに対応する複数の累積加算用データを生成
し、前記複数の反射波のいずれの反射波よりも時間的に
遅れて受信された前記反射波群のうちの少なくとも一つ
の反射波から減算用データを生成するデータ生成手段
と、前記複数の累積加算用データを記憶する記憶手段
と、前記記憶手段に記憶された各累積加算用データから
前記減算用データを減算して得られた演算データを生成
し、当該演算データに基づいて前記走査面に関する超音
波画像情報を生成するデータ処理手段とを備えることを
特徴とする超音波診断装置である。
【００１３】このような構成によれば、造影剤の注入量
が多い或いは濃度が高い場合であっても、血流パフュー
ジョンの検出およびそのパフュージョンの定量評価を精
度良くかつ効果的に行うことが可能な手段を実現するこ
とができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１実施形態～第
４実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明
では、腹部領域臓器の血流状態から異常部位を同定する
場合を例として説明するが、本超音波診断装置の適用は
当該例に限定されるものではなく、例えば心臓や泌尿器
等他の器官ヘの適用が可能である。また、略同一の機能
及び構成を有する構成要素については、同一符号を付
し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１５】＜第１の実施形態＞図１は、本実施形態に
係る超音波診断装置のブロック図を示している。
【００１６】図１において、本実施形態に係る超音波診
断装置は、心電計（ＥＣＧ）１、超音波プローブ４、装
置本体２２、操作パネル１５、入力装置３５とから構成
されている。以下、各構成構成要素について説明する。
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【００１７】（心電計）心電計（ＥＣＧ：Ｅｌｅｃｔｒ
ｏＣａｒｄｉｏＧｒａｍ）１は、被検体の心臓の電気現
象の時間的変化を記録したグラフ、すなわち心電図を計
測する。当該心電計１で検出された心電波形信号は、ア
ンプ２を介して参照データメモリ３に送られ、必要であ
ればメモリ合成部１１を介して表示部２１に送られ、心
電波形として表示される。
【００１８】（超音波プローブ）超音波プローブ４は、
圧電セラミック等の音響／電気可逆的変換素子としての
圧電振動子を有する。複数の圧電振動子は並列され、プ
ローブ４の先端に装備される。
【００１９】（超音波診断装置本体）装置本体２２は、
アンプ２、参照メモリデータ３、超音波受信部５、超音
波送信部６、レシーバ部７、ＣＦＭユニット９、データ
加工部３０、ＢモードＤＳＣ部８、ＣＦＭモードＤＳＣ
部１０、メモリ合成部１１、フレームメモリ１２、タイ
ミング信号発生部１８、トリガ信号発生部１９、制御回
路（ＣＰＵ）２０、表示部２１を有している。
【００２０】超音波送信部６は、パルス発生器６Ａ、送
信遅延回路６Ｂ、パルサ６Ｃとを有し、プローブ４に接
続される。
【００２１】パルス発生器６Ａは、例えば５ｋＨｚのレ
ート周波数ｆｒ  Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）でレートパ
ルスを繰り返し発生する。このレートパルスはチャンネ
ル数に分配され、送信遅延回路６Ｂに送られる。送信遅
延回路６Ｂは、超音波をビーム状に集束し且つ送信指向
性を決定するのに必要な遅延時間を各レートパルスに与
える。なお、送信遅延回路６Ｂには、トリガ信号発生器
１９からのトリガがタイミング信号発生器１８を介して
タイミング信号として供給される。パルサ６Ｃは、送信
遅延回路６Ｂからレートパルスを受けたタイミングでプ
ローブ４にチャンネル毎に電圧パルスを印加する。これ
により超音波ビームが被検体に送信される。
【００２２】上記の如く送信され、被検体内の音響イン
ピーダンスの不連続面で反射した反射波は、プローブで
受信される。プローブ４からチャンネル毎に出力される
エコー信号は、超音波受信部５に取り込まれる。
【００２３】超音波受信部５は、プリアンプ５Ａ、受信
遅延回路５Ｂ、加算器５Ｃを有する。プリアンプ５Ａ
は、プローブ４を介して超音波受信部５に取り込まれた
エコー信号をチャンネル毎に増幅する。増幅されたエコ
ー信号は、受信遅延回路５Ｂにより受信指向性を決定す
るのに必要な遅延時間を与えられ、そして加算器５Ｃで
加算される。この加算により、エコー信号の受信指向性
に応じた方向からの反射成分が強調される。この受信指
向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的な指向
性が決定される。この指向性は、一般的には走査線と称
されている。この様な一連の処理を受けたエコー信号
は、当該超音波受信部５からレシーバ部７と、カラーフ
ローマッピング（ＣＦＭ）ユニット９とに送られる。
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【００２４】レシーバ部７は、図示しないが、包絡線検
波回路、アナログディジタルコンバータ（Ａ／Ｄ）から
構成される。包絡線検波回路は包絡線を検波する。検波
された検波信号は、アナログディジタルコンバータを介
してディジタル化され、検波データとして後段の回路へ
出力される。
【００２５】カラーフローマッピング（ＣＦＭ）ユニッ
ト９は、図示しないが、位相検波回路、アナログディジ
タルコンバータ、ＭＴＩフィルタ、自己相関器、演算部
から構成され、ドプラ効果による血流成分を抽出し、平
均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求め
る。血流情報はＣＦＭモードＤＳＣ部１０、メモリ合成
部１１を介して表示部２１に送られ、平均速度画像、分
散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像としてカ
ラー表示される。
【００２６】制御回路（ＣＰＵ）２０は、システム全体
の制御中枢として、本超音波診断装置の動作に関する制
御、特に後述する間歇送信による超音波画像診断に関す
る制御を行う。
【００２７】データ加工部３０は、基本的な構成とし
て、フレームメモリ３０Ａ、演算器３０Ｂ、対数変換器
３０Ｃから成る。このデータ加工部３０に入力された検
波データは、フレーム単位で扱われる（以下、フレーム
データと呼ぶ）。フレームデータは、演算器３０Ｂに入
力され、フレームデータ間の加算あるいは減算処理が行
われる。フレームメモリ３０Ａは要求されるフレーム枚
数を構成するのに必要な走査線本数および走査線上のサ
ンプル点数分のメモリ素子を有し、演算器３０Ｂから出
力されるフレームデータを記憶する。また当該記憶され
たフレームデータは、制御回路２０からの制御に従って
フレームメモリ３０Ａから読み出され、演算器３０Ｂヘ
入力、あるいは最終的に演算されたフレームデータの結
果を出力段にある対数変換器３０Ｃに入力される。対数
変換器３０Ｃは、入力した演算後のフレームデータを対
数圧縮し、Ｂモードディジタルスキャンコンバータ（Ｄ
ＳＣ）部８、メモリ合成部１１を介して表示部２１に送
る。なお、メモリ合成部１１では、超音波スキャンの走
査線信号列から、テレビなどに代表される一般的なビデ
オフォーマットの走査線信号列への変換処理が行われ
る。また、メモリ合成部１１は、種々の設定パラメタの
文字情報、目盛、または後述するガイダンス画像等を一
フレームに合成し、ビデオ信号として表示部２１に出力
する。
【００２８】データ加工部３０による演算処理は、対数
圧縮前のリニアな信号の演算を行う必要があるが、レシ
ーバ部７に対数変換器を設けて、対数圧縮を受けた信号
を利用する場合は、データ加工部３０の入力段に対数逆
変換器を設置して、リニアな信号に逆変換して同様の動
作をさせればよい。これは、ＢモードＤＳＣ部８の後
段、あるいはメモリ合成部１１でのビデオフォーマット
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7
の変換処理前にデータ加工部を設置する場合も同様であ
る。
【００２９】表示部２１では造影剤の空間的分布、つま
り血流画像として表示する。フレームメモリ１２は、メ
モリ合成部１１のデジタルデータ出力を記憶するために
具備される。
【００３０】（操作パネル・入力装置）操作パネル１５
は、装置本体２２に接続され、オペレータからの各種指
示・命令・情報を装置本体２２にとりこむための、関心
領域（ＲＯＩ）の設定などを行うための入力装置３５
（マウス１３やトラックボール１４、モード切替スイッ
チ１６、キーボード１７等）が設けられる。
【００３１】（本発明の着想）本超音波診断装置の作用
・効果をよりわかりやすいものとするため、技術背景を
述べつつ本発明の着想について説明する。
【００３２】一般に、造影剤の多くは微小気泡が反射源
となる。造影効果は、造影剤注入量や濃度が高ければ高
いほど大きいものとなる。また、気泡は、その性質上超
音波照射によって極短時間の間に崩壊、消失する。従っ
て、造影剤効果時間は、超音波照射によって短縮され
る。
【００３３】一方、造影剤の微小気泡が、超音波照射に
より音響的に非線形現象を引き起こし、送信周波数の２
次高調波（ハーモニクス）成分を含むことも知られてい
る。このハーモニクス成分は、超音波伝搬の過程で生体
軟組織でも、発生する。特に、微小気泡が崩壊、消失す
る場合には、非常に大きなハーモニクス成分を発生する
ために、相対的にハーモニクス成分の小さい生体軟組織
とコントラスト差をつけることができる。すなわち、反
射エコーは、送信超音波の基本周波数成分とハーモニク
ス成分を含む場合には、ハーモニクス成分をフィルタで
抽出し、このハーモニクス成分に基づいてＢモード画像
を生成し表示することで、造影剤の存在部分、つまり血
流部分を強調して映像化することが可能となる。
【００３４】また、造影剤の微小気泡を崩壊、消失させ
るために、マルチショットによる超音波照射を行った場
合、結局映像化したい微小気泡の存在領域あるいは定量
評価のための評価領域において、最初のショットで得ら
れた断面では、微小気泡全ての情報が含まれるわけでは
なく、前述したように造影剤の濃度や送信音圧などの条
件による。
【００３５】しかしながら、各マルチショットにおいて
得られるショット毎の画像は、前のショットで崩壊、消
失できなかった微小気泡の２次高調波の情報と生体軟組
織からの２次高調波の情報を有している。すなわち、マ
ルチショットが行われる時間に走査面内に存在した微小
気泡からのエコー信号の総量は、走査面内に存在したす
べての造影剤に基づく画像情報をすべて含んでいること
になる。このエコー信号の総量は、各マルチショットで
得られた画像の積分情報にから求めることができる。
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【００３６】そこで、本発明は、上記マルチショットが
行われる時間に走査面内に存在した微小気泡からのエコ
ー信号の総量から、再現性が良く精度の高い定量評価を
提供可能な生体軟組織の超音波画像を取得する技術的思
想を提案する。具体的には、造影剤情報を含む複数枚
（例えば、ｎ－１枚。なお、ｎはマルチショット数。）
のマルチショット画像群を加算して得られた加算情報か
ら、造影剤情報を殆ど含まない画像情報を、前記加算情
報から（ｎ－１）枚分減算するものである。或いは、造
影剤情報を含む各画像から造影剤情報を殆ど含まない画
像情報を減算することで抽出された各造影剤情報を、加
算する構成であってもよい。
【００３７】造影剤情報を含む各画像は、造影剤エコー
と組織エコーとの双方からの情報を含み、一方、造影剤
情報を殆ど含まない画像情報は、ほぼ組織エコーのみの
情報である。従って、走査面内に存在したすべての造影
剤に基づく画像情報を画像処理的に取得することが可能
となる。
【００３８】（動作）本超音波診断装置によって実行さ
れる超音波画像取得処理について説明する。
【００３９】図２（ａ）は、本超音波診断装置が実行す
る超音波画像取得処理の流れを示したフローチャートで
ある。同図に基づいて、入力された１回目から（ｎ－
１）回目のフレームデータを累積加算し、後ｎ回目のフ
レームデータを前記加算した枚数分だけ、すなわち（ｎ
－１）倍だけｎ回目のフレームデータを減算し、造影剤
の部分だけを抽出し、１枚のフレームデータに重畳する
実施例の１つを示す。
【００４０】（マルチショットによる超音波走査：ステ
ップＳ１）まず、造影剤投与後の被検体に対して、マル
チショット数をｎ回とした間歇送信（フラッシュエコ
ー）を行う。この間歇送信では、微小気泡を崩壊、消失
することを目的とした超音波照射と、微小気泡を崩壊、
消失しないで診断対象をモニターすることのみを目的と
した超音波照射とが間歇的に実行される。後者の超音波
照射による撮影形態、すなわち造影剤を投与後、所望の
時間間隔で微小気泡を崩壊、消失しない程度の比較的低
い音圧で超音波を送信することで、診断対象をモニター
する撮影形態は、モニターモードと呼ばれる。
【００４１】図３（ａ）は、ｎ＝４の場合の間歇送信の
スキャンシーケンス例を示した図である。同図におい
て、横軸はフレーム走査間の時間、縦軸は送信音圧を示
している。従って、各矢印の長さは音圧の送信強さを反
映し、また、一つの矢印は一回の超音波照射に対応して
いる。図中長い矢印による照射はフラッシュエコーに対
応し、図中短い矢印による照射はモニターモードに対応
する。
【００４２】該スキャンシーケンスによれば、微小気泡
は、各モニターモード中に対象臓器に溜まることにな
る。そして、モニターモード終了時（すなわち、微小気
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泡が対象臓器に十分溜まったとき）に、対象とする臓器
に対し微小気泡を一気に崩壊、消失させるような比較的
高い音圧で走査することを行う。なお、間歇送信時間間
隔は、絶対時間であってもよいし、心電計に基づいて決
定してもよい。例えば心電計を利用する場合であれば、
得られた心電波形信号をトリガとして間歇送信が実行さ
れる構成が考えられる。
【００４３】ここで、マルチショット数ｎについて説明
する。
【００４４】本発明は、上述の如く、造影剤情報を含む
複数枚（例えばｎ－１枚）のマルチショット画像群を加
算して得られた加算情報から、造影剤情報を殆ど含まな
い画像情報を、前記加算情報から（ｎ－１）枚分減算す
る構成を取っている。従って、マルチショット数ｎは、
造影剤情報を殆ど含まない画像情報が少なくとも一フレ
ーム分取得できる回数であることが必要である。
【００４５】図３（ｂ）は、ｎ＝４としたマルチショッ
トにおいて、各スキャンで得られる画像情報を模式的に
示している。上述した通り、４回目のスキャンによって
得られた画像は、造影剤情報を殆ど含まないものとなっ
ている。
【００４６】上記マルチショットに基づくフレームデー
タは、順次レシーバ部７から出力された後、データ加工
部３０へ入力される。
【００４７】（加算処理：ステップＳ２）続いて、造影
剤情報を含む（ｎ－１）枚のマルチショット画像群に対
して、加算処理が施される。当該加算処理は、データ加
工部３０内の演算器３０Ｂ（図１参照）において、例え
ば次のように実行される。なお、演算器３０Ｂに入力さ
れるデータは、レシーバ部７からのフレームデータとフ
レームメモリ３０Ａからのフレームデータであるが、こ
れらの入力および演算器３０Ｂの動作は制御回路２０に
より制御される。
【００４８】まず、マルチショットによる１枚目のフレ
ームデータが演算器３０Ｂに入力されると、そのフレー
ムデータは演算器３０Ｂを素通りまたはバイパスし、フ
レームメモリ３０Ａに記憶される。
【００４９】続いて、２枚目のフレームデータが演算器
３０Ｂに入力されるのに同期して、フレームメモリ３０
Ａから１枚目のフレームデータが呼び出され演算器３０
Ｂに入力される。演算器３０Ｂでは、これら１枚目およ
び２枚目のフレームデータを加算、出力する。出力され
た２枚目までの加算されたフレームデータは、フレーム
メモリ３０Ａに保存される。
【００５０】以下、３枚目，４枚目，…，（ｎ－１）枚
目までのフレームデータが演算器３０Ｂにおいて累積加
算され、１回目から（ｎ－１）回目までの照射に対応し
た（ｎ－１）枚のフレームデータが累積加算された加算
フレームデータが、フレームメモリ３０Ａに記憶され
る。
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【００５１】（減算処理：ステップＳ３）続いて、加算
フレームデータに対して、造影剤情報を殆ど含まない画
像情報を（ｎ－１）枚分減算する減算処理が施される。
当該加算処理は、データ加工部３０内の演算器３０Ｂに
おいて、例えば次のように実行される。
【００５２】（ｎ－１）枚目のフレームデータに引き続
き、ｎ回目のフレームデータが演算器３０Ｂに入力され
ると、これに同期して、フレームメモリ３０Ａから前記
（ｎ－１）回目までの累積加算されたフレームデータが
読み出され、演算器３０Ｂに入力される。
【００５３】演算器３０Ｂでは、前記（ｎ－１）回目ま
での累積加算されたフレームデータから、ｎ回目のフレ
ームデータを（ｎ－１）倍、すなわちｎ回目のフレーム
データが入力されるまでに加算された（ｎ－１）枚分の
減算が実行される。
【００５４】（減算後の処理：ステップＳ４）最終的に
演算器３０Ｂから出力されるフレームデータは、前述し
たように対数変換器３０Ｃにて対数変換された後、Ｂモ
ードディジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）部８、メ
モリ合成部１１を介して表示部２１に送られる。かくし
て造影剤の情報を抽出した超音波画像が表示される。
【００５５】（ＴＩＣ生成：ステップＳ４）メモリ合成
部１１の出力は、フレームメモリ１２に記憶され、ＴＩ
Ｃ（Ｔｉｍｅ  Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ  Ｃｕｒｖｅ、時間
輝度変化曲線）計測やその他の計測に利用することが可
能である。なお、ハード構成は前記形態に限定されるこ
となく、同様の出力が出る構成が対象となる。
【００５６】最終的に得られたフレームデータは、１回
目から（ｎ－１）回目までの超音波照射にて崩壊、消失
させた微小気泡の情報のみを抽出し、１枚のフレームデ
ータとして重畳する事が可能である（図２（ｂ）参照。
但し、同図はｎ＝４。）。その結果、造影剤の存在領域
の映像化と、精度の高い定量評価とが可能となる。
【００５７】（シャドーイングに対する処置）なお、対
象フレームがシャドーイングを起こしている場合、単純
にｎ枚目の画像を減算すると、前者のフレームのシャド
ーイング部、すなわち無信号部の信号から後者のｎ枚目
の生体軟組織からのハーモニック成分を減算することに
なるので、最終的な像が負値を表示するケースがある。
この場合、演算回路３０Ｂにて、絶対値処理や、ある闘
値以下の値を例えば零などの特定値に置き換える処理な
どの非線形処理を加えても対処しても良い。
【００５８】以上述べた様に本超音波診断装置は、造影
剤情報を含む複数枚（例えばｎ－１枚）のマルチショッ
ト画像群を加算して得られた加算情報から、造影剤情報
を殆ど含まない画像情報を、前記加算情報から（ｎ－
１）枚分減算することで各造影剤情報を有する超音波画
像を取得する構成である。或いは、本超音波診断装置
は、造影剤情報を含む各画像から造影剤情報を殆ど含ま
ない画像情報を減算することで抽出された各造影剤情報
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を、加算することで各造影剤情報を有する超音波画像を
取得する構成である。
【００５９】造影剤情報を含む各画像は、造影剤エコー
と組織エコーとの双方からの情報を含み、一方、造影剤
情報を殆ど含まない画像情報は、ほぼ組織エコーのみの
情報である。従って、走査面内に存在したすべての造影
剤に基づく画像情報を画像処理的に取得することが可能
となる。その結果、造影剤の注入量が多い或いは濃度が
高い場合であっても、血流パフュージョンの検出および
そのパフュージョンの定量評価を精度良くかつ効果的に
行うことが可能である。また、比較的少ないフレーム数
の収集データから画像を生成するため、モーションアー
チファクトの比較的少ない良好な画像をうることができ
る。
【００６０】＜第２の実施形態＞次に、本発明の第２の
実施形態について説明する。本第２の実施形態は、特に
シャドーイングが発生する場合に有効な例である。第２
の実施形態の重要な点は、上記第１の実施形態で説明し
た減算処理後の信号値によってシャドーイングの発生箇
所を特定する着想にある。具体的には、以下に述べる内
容となる。
【００６１】まず、第２の実施形態に係る超音波診断装
置の概略構成について説明する。本実施形態に係る超音
波診断装置は、データ加工部３０以外の構成は、図１に
示した超音波診断装置の構成と略同一である。従って、
データ加工部３０の構成のみ詳説する。
【００６２】図５は、本実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成を説明するための図
である。
【００６３】図５に示すように、データ加工部３０は、
あらたにフレームメモリ３０Ａ１，３０Ａ２および演算
器３０Ｂ２を有している。フレームメモリ３０Ａ１は演
算器３０Ｂの前段に設けられ、フレームメモリ３０Ａ２
および演算器３０Ｂ２は、演算器３０Ｂの後段に設けら
れている。
【００６４】次に、本超音波診断装置によって実行され
る超音波画像取得処理について、図２（ｂ）を参照しな
がら説明する。図２（ｂ）は、本超音波診断装置が実行
する超音波画像取得処理の流れを示したフローチャート
である。
【００６５】（マルチショットによる超音波走査：ステ
ップＳ１）まず、造影剤投与後の被検体に対して、マル
チショット数をｎ回とした間歇送信を行う。その内容
は、第１の実施形態と同様である。
【００６６】（減算処理：ステップＳ２）続いて、造影
剤情報を含む（ｎ－１）枚のマルチショット画像群に対
して、次に述べる要領にて減算処理が施される。
【００６７】まず、マルチショットによる１回目のフレ
ームデータがレシーバ部７から出力され、演算器３０Ｂ
に入力されると、そのフレームデータは演算器３０Ｂを
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素通りまたはバイバスし、フレームメモリ３０Ａに記憶
される。
【００６８】続いて、２回目のフレームデータも１回目
のフレームデータ同様に演算器３０Ｂを素通りまたはバ
イパスし、フレームメモリ３０Ａに記憶される。以降、
（ｎ－１）回目までのフレームデータは演算器３０Ｂを
素通りし、フレームメモリ３０Ａに記憶される。
【００６９】続いて、レシーバ部７から出力されたｎ回
目のフレームデータは、演算器３０Ｂに入力されるが、
一方でフレームメモリ３０Ａ１に記憶される。さらに、
演算器３０Ｂにｎ回目のフレームデータが入力されるの
と同期して、フレームメモリ３０Ａから１回目のフレー
ムデータが読み出され演算器３０Ｂに入力される。
【００７０】演算器Ｂでは、フレームメモリ３０Ａから
読み出された１回目のフレームデータからｎ回目のフレ
ームデータを減算し、負値を零に置き換える。これによ
り、シャドーイングが１回目のフレームデータにあった
としても、シャドーイングのエリアが負値になることな
く、微小気泡のみの信号のみが抽出される。１回目のフ
レームデータに対する演算結果は、演算器３０Ｂ２を素
通りし、フレームメモリ３０Ａ２に記憶される。
【００７１】次に、前記フレームメモリ３０Ａ１に記憶
されたｎ回目のフレームデータが読み出され、演算器３
０Ｂに入力される。これに同期して、今度はフレームメ
モリ３０Ａに記憶された２回目のフレームデータが読み
出され、演算器３０Ｂに入力される。
【００７２】（加算処理：ステップＳ３）続いて、造影
剤の情報を抽出するための処理が、加算フレームデータ
に対して、造影剤情報を殆ど含まない画像情報を（ｎ－
１）枚分減算する減算処理が、例えば次のように実行さ
れる。
【００７３】上述の如く、演算器３０Ｂでは、前記１回
目のフレームデータ動作時と同様に、２回目のフレーム
データからｎ回目のフレームデータが減算され、負値を
零に置き換え出力し、当該演算結果が演算器３０Ｂ２に
出力される。この演算器３０Ｂ２ヘの入力に同期し、フ
レームメモリ３０Ａ２から前記演算器３０Ｂで演算され
た１回目に対するフレームデータが読み出され、演算器
３０Ｂ２に入力される。演算器３０Ｂ２では、演算器３
０Ｂで演算された１回目に対するフレームデータと２回
目のフレームデータを加算し、フレームメモリ３０Ａ２
にあらためて記憶させる。以下、同様に、３回目，４回
目，…，（ｎ－１）回目までのフレームデータとｎ回目
のフレームデータとの減算、負値の零への置き換えを演
算器３０Ｂにて行った後、順次演算器３０Ｂ２に入力さ
れる。演算器３０Ｂ２では、前記演算器３０Ｂにて演算
されたフレームデータが入力されるに応じて、１フレー
ム前に演算器３０Ｂ２で加算され、フレームメモリ３０
Ｂ２に記憶されたフレームデータを読み出し、随時累積
加算する。
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【００７４】最終的に演算器３０Ｂから出力されるフレ
ームデータは、前述したように対数変換器３０Ｃにて対
数変換された後、Ｂモードディジタルスキャンコンバー
タ（ＤＳＣ）部８、メモリ合成部１１を介して表示部２
１に送られる。かくして超音波画像が表示される。
【００７５】図４は、ｎ＝４としたマルチショットにお
いて、上記画像取得処理を模式的に示した図である。同
図に示すように、造影剤情報を含む１乃至３枚目の画像
から、造影剤情報を殆ど含まない画像を減算することで
負となった信号値を閾値処理する（同図矢印）。当該閾
値処理の後、各画像を加算することで造影剤染影エリア
を抽出することが可能である。
【００７６】（ＴＩＣ生成：ステップＳ４）また、メモ
リ合成部１１の出力は、フレームメモリ１２に記憶さ
れ、ＴＩＣ（Ｔｉｍｅ  Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ  Ｃｕｒｖ
ｅ、時間輝度変化曲線）計測やその他の計測に利用する
ことが可能である。なお、ハード構成は前記形態に限定
されることなく、同様の出力が出る構成が対象となる。
【００７７】以上述べた構成によれば、１回目から（ｎ
－１）回目のフレームデータのそれぞれからｎ回目のフ
レームデータを減算し、当該減算後、信号値が負の値と
なる場合には、当該信号値ば零とする、あるいは絶対値
をとるなどの非線形処理を加える処理が実行される。従
って、フレーム毎のシャドーイングにより画像情報が影
響を受ける場合であっても、高い抽出効率で造影剤情報
を抽出することができる。
【００７８】＜第３の実施形態＞一般に、造影剤の種類
によってはシェルをもつ耐圧性のある微小気泡である場
合や、さらに濃度が高い場合には、ｎ回のマルチショッ
トでは効率よく微小気泡を崩壊、消失できないことがあ
り得る。
【００７９】第３の実施形態は、この様な場合に対処可
能な例を示す。具体的には、１回目あるいは２回目など
の特定フレームの微小気泡の情報にウェイトをおいて表
示する、特定フレーム間の加算情報あるいは減算情報を
使用する構成とする等、操作者が要望する映像情報を提
供することが可能な超音波診断装置の例である。
【００８０】図６は、第３の実施形態に係る超音波診断
装置の概略構成を示した図である。
【００８１】本超音波診断装置の特徴的な点は、例えば
図６に示すように、演算器３０Ｂの前段に、重み付け器
３０Ｄを有することである。当該重み付け器３０Dによ
ってて実行される重み付けにより、特定フレームの微小
気泡の情報にウェイトをおいた画像処理を実行すること
が可能である。
【００８２】次に、本実施形態に係る超音波診断装置の
動作について説明する。
【００８３】図６において、重み付け器３０Ｄは、操作
パネル１５から入力された値あるいは装置本体内に設け
られたハードディスク、ＣＤ、ＭＯ、ＦＤ、ＤＶＤなど
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に保存された電子ファイルに記述された値を読み込んだ
値から、あるいは装置の基板に搭載されたＲＯＭから得
られた値など、装置内外に搭載される記憶媒体から提供
される値を選択し、前記選択された値と、レシーバ部７
からのフレームデータを乗算することで重み付けを行う
機能を持つ。
【００８４】重み付けされたフレームデータは、重み付
け器３０Ｄから出力され、演算器３０Ｂに入力される。
以下、第１の形態と同様に動作し、レシーバ部７から出
力されたフレームデータ群は、データ加工部３０の重み
付け器３０Ｄにより重み付けされ、演算器３０Ｂにてフ
レームデータ間の加算あるいは減算処理され、フレーム
メモリ３０Ａに記憶される。但し、第１の形態と異なる
のは、任意のフレームに任意の重み付け係数が与えられ
るので、例えば、２回目から（ｎ－１）回目までの重み
付けを零とし、１回目とｎ回目の重み付け値を１とし、
演算器３０Ｂで減算処理を行えば、１フレームとｎフレ
ームとの特定フレーム間の差分情報が得られる。なお、
原則として、減算するフレームの重み付け係数は、加算
されたフレームの重み付け係数の和と等しいものとす
る。減算するのは、組織のハーモニック成分を除去する
ことが目的だからである。
【００８５】なお、ハード構成は前記形態に限定される
ことなく、同様の出力が出る構成が対象となる。例え
ば、本実施形態の変形例として、図７に示すように第２
の形態に対し、重み付け器３０Ｄ１を演算器３０Ｂの前
段に設置する構成であってもよい。また、図８に示すよ
うに第２の形態に対し、重み付け器３０Ｄ２を演算器３
０Ｂ２の前段に設置する構成であってもよい。さらに、
図９に示すように第２の形態に対し、重み付け器３０Ｄ
１，３０Ｄ２を同時に設置することもできる。
【００８６】なお、フレームメモリや重み付け器など動
作例として幾つかに分散させて説明したが、物理的には
１つの素子としてまとめてもよく、ハード構成は前記形
態に限定されることなく、同様の出力が出る構成が対象
となる。
【００８７】また、以上述べた内容は、全てのフレーム
を使うことを前提とした例である。これに対し、造影剤
で染影された特定の深いところだけを映像化するため
に、得られたマルチショットのうち、例えば１回目のフ
レームを利用しないで、２回目以降のフレームデータの
みを利用する構成であってもよい。
【００８８】＜第４の実施形態＞次に、第４の実施形態
について説明する。
【００８９】第３の実施形態では、重み付け処理を行う
手段として、ハードウェアによる構成を記述した。これ
に対し、第４の実施形態では、ホストＣＰＵやシングル
ボードコンピュータを利用し、前記フレームメモリに記
憶されたデータを利用し、ソフトウェアによって重み付
け処理を実現する構成を示す。該ソフトウェアによる構
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成であれば、操作者がマルチショットにより得られたフ
レームデータのデータ間処理を自由に定義し実現でき
る。
【００９０】例えば、第３の実施形態にて説明した重み
付け処理は、次のような式で表すことが可能である。
【００９１】第１の実施形態に対応する場合は、マルチ
ショットのｉ回目（１≦ｉ≦ｎ）のフレームデータをＦ

i 
、フレームデータＦ

i 
に対する重み付け値をα

i 
、フ

レームデータＦ
n 
のＦ

i 
に関する重み付け値をα

n,i 
、

絶対値関数をａｂｓ（  ）、閾値ａ以下の値をｂに変換
する関数をｃｏｎｖ［ａ，ｂ］（  ）、フレームデータ
間の加算を示す記号を＋、フレームデータにスカラー量*
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*を乗じる記号を＊とすると、
【００９２】
【数１】

【００９３】で表すことができる（但し、α
i 
は実

数）。
【００９４】また、第２の実施形態に対応する場合は、
【００９５】
【数２】

【００９６】と書き表すことができる（但し、α
n,i 
は

実数）。
【００９７】このように、幾つかの関数を定義し、操作
者が得たい画像をキーボード１７などの操作パネルから
プログラミングし、提供することが可能な機能を有す
る。
【００９８】以上述べた構成によれば、操作者の臨床や
研究の目的に応じた映像化が可能となり、再現性良く、
精度の高い定量評価に寄与することができる。
【００９９】なお、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、実施段階ではその趣旨を逸脱しない範
囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形
態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その
場合組合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数
の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件
から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しよ
うとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果
の欄で述べられている効果の少なくとも１つが得られる
場合には、この構成要件が削除された構成が発明として
抽出され得る。
【０１００】
【発明の効果】以上本発明によれば、造影剤の注入量が
多い或いは濃度が高い場合であっても、血流パフュージ
ョンの検出およびそのパフュージョンの定量評価を精度
良くかつ効果的に行うことが可能な超音波診断装置を実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置のブ
ロック図を示している。
【図２】図２（ａ）、（ｂ）は、本超音波診断装置が実

行する超音波画像取得処理の流れを示したフローチャー
トである。
【図３】図３（ａ）は、ｎ＝４の場合の間歇送信のスキ
ャンシーケンス例を示した図である。図３（ｂ）は、ｎ
＝４とした一のマルチショットにおいて、各スキャンで
得られる画像情報を模式的に示している。
【図４】図４は、ｎ＝４としたマルチショットにおい
て、上記画像取得処理を模式的に示した図である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成を説明するための図
である。
【図６】図６は、第３の実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成を説明するための図
である。
【図７】図７は、第３の実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成の変形例を説明する
ための図である。
【図８】図８は、第３の実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成の変形例を説明する
ための図である。
【図９】図９は、第３の実施形態に係る超音波診断装置
が有する、データ加工部３０の構成の変形例を説明する
ための図である。
【符号の説明】
１…心電計（ＥＣＧ）
２…アンプ
３…参照データメモリ
４…超音波プローブ
５…超音波受信部
６…超音波送信部
７…レシーバ部
８…ＢモードＤＳＣ部
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９…ＣＦＭユニット
１０…ＣＦＭモードＤＳＣ部
１１…メモリ合成部
１２…フレームメモリ
１３…マウス
１４…トラックボール
１５…操作パネル
１６…モード切替スイッチ *

18
*１７…キーボード
１８…タイミング信号発生器
１９…トリガ信号発生器
２０…制御回路
２１…表示部
２２…装置本体
２３…データ加工部
３５…入力装置

【図１】

【図２】 【図５】

【図６】
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【図８】
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/JC19 4C601/JC20 4C601/JC21 4C601/KK18 4C601/KK19

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种超声诊断设备，该超声诊断设备能够在少量施用
造影剂的情况下稳定且有效地接收来自造影剂的回声，从而能够更详细
地诊断血流动力学。 解决方案：从通过添加包含造影剂信息的多个（例
如n-1个）多次拍摄图像组而获得的添加信息中，从添加信息中添加几乎
不包含造影剂信息的图像信息（ 通过减去n-1）张，通过图像处理获取基
于一个扫描平面内存在的所有造影剂的图像信息。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6d8d6b2b-5bdb-45ca-a568-e5d0c2127516
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018880395/publication/JP2002209898A?q=JP2002209898A

